
 

建設局低入札価格調査委員会設置要綱 

 

 

                     制  定 平成１８年 ８月２９日  

最近改正 令和 ６年１２月１０日  

 

 

（委員会の設置） 

第１条   建設局低入札価格調査制度実施要領に基づき、建設局低入札価格調査委員会

（以下、「委員会」という）を設置する。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、工事等の低入札価格調査制度運用要領（以下、「運用要領」という）

に基づく調査の適正を期することを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、当該工事等設計担当課並びに事務局が合同で実施した調査結果の妥

当性を審議する。 

 

（組織） 

第４条 委員会は、本市職員による委員長及び委員により組織する。 

２ 委員長及び委員は、別表に掲げる者とする。ただし、これによりがたい場合は別途

定めるものとする。 

３ 委員長は、委員会を代表し、委員会を統括する。 

４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

５ 関連担当課長は当該工事等の特性に応じて委員長が当該工事等設計担当以外の担

当課長の中から定めるものとする。また、当該工事等設計担当課長は説明者とする。 

 

（委員会の開催） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員長を含む委員の過半数以上の出席をもって成立とする。 

３ やむを得ず委員が出席できない場合は、委員長はその委員が推薦する者を出席させ

ることができる。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。 

５ 委員長は委員会を召集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺うことで議



決に替えることができる。 

 

（事務局） 

第６条 委員会の事務局を企画部工務課（工事監理担当）に置く。 

 

（補則） 

第７条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定めることができる。 

 

附 則 

この要綱は、平成１８月 ８月２９日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年 ６月 １日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年 ４月 １日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年１０月 １日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２３年 ４月 １日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年１２月 ２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年 ４月 １日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和 ６年１２月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表 

 

建設局低入札価格調査委員会 

委 員 長 委    員 

工務担当部長 工務課長 

経理課長 

工事監理担当課長 

調整課長（☆） 

関連担当課長（＊） 

当該工事等監督担当課長 

（☆）当該工事を所管する各部（道路河川部、下水道部、公園緑化部）いずれかの調整課

長とする。 

（＊）関連担当課長は当該工事等の特性に応じて委員長が当該工事等設計担当以外の担当

課長の中から定めるものとする。 


